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運輸部門におけるCO2排出量

○ 我が国のＣＯ２排出量のうち、運輸部門からの排出量は約１９％。

○ 自動車全体では運輸部門の８７．８％（我が国全体の１６．３％）、貨物自動車に限ると運輸部門の３４．２％（我が国全体の

６．３％）を排出。

運輸部門

我が国の各部門における二酸化炭素排出量 運輸部門における二酸化炭素排出量

○ 自動車全体で
その他 運輸部門

（自動車、船舶等）

２億３，０００万㌧
《１８．６％》

自家用乗用車
１億１ ５２０万㌧

○ 自動車全体で
運輸部門の８７．８％
（我が国全体の１６．３％）

○ 貨物自動車は

１億５，５００万㌧
《１２．４％》

産業部門
（工場等）

業務その他部門
（商業 サービス 事務所

ＣＯ２総排出量
１２億４，１００万㌧

（２０１１年度

１億１，５２０万㌧
《５０．０％》

○ 貨物自動車は
運輸部門の３４．２％
（我が国全体の６．３％）

４億１，９００万㌧
《３３．８％》

（商業、サ ビス、事務所
等）

２億４，８００万㌧
《２０．０％》

（２０１１年度
確定値） 自家用貨物車

３，８３１万㌧
《１６．６》

営業用貨物車

バス
４４６万㌧ 《１．９％》

タクシー
３６２万㌧ 《１ ６％》

内訳

営業用貨物車
４，０４３万㌧
《１７．６％》

家庭部門
１億８，９００万㌧

《１５．２％》

３６２万㌧ 《１．６％》
内航海運

１，０５９万㌧ 《４．６％》
航空

９００万㌧ 《３．９％》
鉄道

※ 電気事業者の発電の伴う排出量、熱供給事業者の熱発生に伴う排出量はそれぞれの消費量に応じて最終需要部門に配分
※ 温室効果ガスインベントリオフィス「日本国温室効果ガスインベントリ報告書」より国土交通省環境政策課作成

《 》 鉄道
８６０万㌧ 《３．７％》
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運輸部門におけるCO2排出量の推移

二酸化炭素排出量

○ 運輸部門からのCO2排出量は、2001年度をピークに減少傾向。

○ 貨物自動車は1996年度をピークに減少、自家用乗用車は2001年度をピークに減少傾向。
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○乗用車の燃費の改善
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自家用乗用車

○乗用車の燃費の改善
・トップランナー基準による燃費改善
・自動車グリーン税制（2001年度～）の効果

低公害車登録台数は約2252万台。
（2010年度末現在）

乗用車登録台数
約3500万台（1990年度末）

100 

その他輸送機関

約3500万台（1990年度末）
→ 約5810万台（2010年度末）

○トラック輸送の効率化
・トラックの大型化や自営転換の進展

0

50 
貨物自動車

トラックの大型化や自営転換の進展
車両総重量24～25tの車両の保有台数
8万台(2002年度)→16.6万台（2010年度末）
トラック全体に占める営業用トラック
の輸送量割合

77.2%（1997年度）→87. 9%（2010年度）

0 
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その他輸送機関：バス、タクシー、鉄道、船舶、航空

※2010年度目標値は京都議定書目標達成計画（2008年3月28日閣議決定）における対策上位ケースの数値 2



運輸部門における地球温暖化対策の考え方①

○ 運輸部門は、我が国の社会・経済活動を維持・発展させていく基盤として重要な役割。

基本的な考え方

○ 一方で、我が国全体のCO2排出量の約2割を占めることから、運輸部門の地球温暖化対策の強化は我が国
全体のCO2排出量削減にとって必須。

今後 が が 成熟社会を あ 成熟社会 相応 持続 能な交 体系を実 す○ 今後の我が国が一層の成熟社会を迎えるにあたり、成熟社会に相応しい持続可能な交通体系を実現するた
めに、自家用と公共用の交通手段による最適な組合せ（ベストミックス）を再構築することが肝要。

○ そのためには 引き続き「環境負荷の少ない自動車の普及及び使用の促進」及び「自動車から環境負荷の○ そのためには、引き続き「環境負荷の少ない自動車の普及及び使用の促進」及び「自動車から環境負荷の
少ない公共交通機関への誘導」を地球温暖化対策の柱としつつも、中長期的には、自家用自動車に過度に
依存しないライフスタイルやワークスタイルを実現すべく、「歩いて暮らせるまちづくり」の実現（一定の密度の
ある都市・地域構造への抜本的な変革）が重要。

「交通体系‐まちづくり‐乗り物」の三位一体の低炭素化の実現

○ この際、三大都市圏と地方圏では、自動車を含めた交通機関分担率等に大きな相違があり、それ故にそれぞ
れの地域におけるCO2排出量にも相違が生じていることから、地域性に配慮した対策を講ずることが必要。

交通体系 まち くり 乗り物」の 位 体の低炭素化の実現
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○ また、技術開発や制度構築等が、国際標準・ルール設定や開発途上国への技術協力等に寄与し得る場面も
少なくなく、世界全体の運輸部門における地球温暖化対策にも積極的に関与。



運輸部門における地球温暖化対策の考え方②

１．環境負荷の少ない自動車の普及・使用の促進

○世界最高レベルの燃費改善に向
けた技術革新への誘導

○エコドライブ管理システムの普及
○高度道路交通システム（ITS）によ

る渋滞の緩和

自動車単体対策 走行形態の環境配慮化 自動車の交通流対策

○環境性能に優れた自動車（バス・
トラック・タクシー等）の普及促進

等

普
促進

等

渋滞

○自転車道等の整備推進
等

２．自動車から環境負荷の少ない公共交通機関への誘導機

公共交通機関の利用促進 物流の効率化 車両や運行の低炭素化

ら
○鉄道やバスの利便性向上（乗継

向上、IC乗車カードの普及、車両
のバリアフリー化等）

○トラック輸送の効率化（車両の大
型化や営自転換促進等）

○鉄道や内航海運へのモーダルシ

○船舶・鉄道・航空のエネルギー消
費の効率化

等
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○エコ通勤等の普及促進
等

フトの推進
等

等



１．自動車単体対策

自動車 カ 等 対 世 最高 ベ 燃費改善

野心的な燃費基準の策定 導入補助・税制優遇

●自動車メーカー等に対し、世界最高レベルの燃費改善
に向けた技術革新へ誘導。

● 税制優遇措置（エコカー減税等）

ガソリン自動車等に対する燃費性能に応じた減免
措置により、技術革新を誘発。

乗用車新車平均燃費と保有燃費の改善推移

● 環境対応車の導入補助

環境性能に優れた自動車を取得する場合などに
定額を補

乗用車新車平均燃費と保有燃費の改善推移

一定額を補助。

電気バス 圧縮天然ガス（CNG）トラック

5
超小型モビリティ



２．自動車走行形態の環境配慮化 ３．自動車の交通流対策

エコドライブの推進 高度道路交通システム(ITS)による渋滞緩和

●自動車運送事業者等へのエコドライブ管理システム ●運転者に渋滞情報を提供し 最適経路での自動車●自動車運送事業者等へのエコドライブ管理システム
（EMS）の普及を促進。

●運転者に渋滞情報を提供し、最適経路での自動車
走行を実現。

自転車の利用環境の整備

●道路空間の再配分により、自転車の走行空間を整備。
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４．公共交通機関の利用促進

●地域における公共交通ネットワークの再構築や利用者利便の向上に係る計画的な取組を推進。

自家用乗用車

航 空

バス

170

98

51

2011年度の輸送量当たりの二酸化炭素の
排出量（旅客）【ｇ－CO２／人キロ】 7
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５．物流の効率化

トラック輸送の効率化 トラック輸送からのモーダルシフトの推進

●大型CNGトラック等 トラック車両の大型化を促進 ●大型（31ft）コンテナの導入により 鉄道貨物への

大都市圏 大都市圏

都市間幹線輸送 ⇔ 大型ＣＮＧトラックを導入

●大型CNGトラック等、トラック車両の大型化を促進。

12ftコンテナ
（鉄道貨物の主流）

●大型（31ft）コンテナの導入により、鉄道貨物への
モーダルシフトを促進。

高速道路

（鉄道貨物の主流）

陸上の幹線輸送で主に使用されて
いる10tトラック

大型車両用天然ガス
燃料供給設備

大型車両用天然ガス
燃料供給設備

⇔中小型ＣＮＧトラックの普及

地
域
内
輸
配
送 中小型ＣＮＧトラックの普及⇔

地
域
内
輸
配
送

31ftコンテナ

いる10tトラック

中小型ＣＮＧトラックの普及送 中小型ＣＮＧトラックの普及⇔送

●物流事業者による地域内での共同輸配送の促進。 ●トラックの運転台と切り離し可能なトレーラーの導入に
より、内航海運へのモーダルシフトを促進。より、内航海運 の ダルシフトを促進。

着
荷
主

発
荷
主

＋

8
集約センター 共同輸配送 大規模ビル

主
主



６．車両や運行の低炭素化

内航船舶の省エネ化 国内航空の省エネ化

●ス パ エコシップの ●省エネ機器を搭載した ●航空機の運行方式の ●エコエアポ トにおける空●スーパーエコシップの
建造を推進。

●省エネ機器を搭載した
船舶への代替建造を推進。

従来の飛行ルート 効率的な
施設配置

地上走行の
効率化

空港特殊車
両のエコ化

●航空機の運行方式の
効率化を促進。

●エコエアポートにおける空
港施設の低炭素化を促進。

省エネ
プロペラ

サイド
スラスター

排熱回収
システム等

新しい運航
方式による
飛行ルート

鉄道の省エネ化

GPU（地上動力装置）の利用促進

鉄道の省エネ化

付近に電車がいない場合

蓄電池装置の設置●エコレールラインプロジェクトの推進。

航空機の
補助動力装置

架線

付近に電車がいない場合
回生ブレーキで

発電した電力を蓄電A列車が近づいた時に電力を供給

Ｂ列車のブレーキ時に発電した
電力を付近のＡ列車に供給

車内灯のLED化

照明のLED化

太陽光パネルの設置

ブレーキ
使用時 充

蓄電池車両の導入

9Ａ列車 Ｂ列車 鉄道駅回生ブレーキの導入

電力を付近のＡ列車に供給
（回生ブレーキの導入）

使用時

加速時

蓄電池動力装置

充
電

蓄電池車両



世界全体の運輸部門における地球温暖化対策への貢献
（例： 国際海運からの温室効果ガス排出削減対策）

「国際的枠組づくり」と「技術研究開発・新技術の普及促進」との一体推進

●我が国は、世界トップクラスの海運・造船国として、

IMO(国際海事機関)における条約改正を主導。

（結果、先進国・途上国の別なく、一律の船舶の（結果、先進国 途上国の別なく、 律の船舶の

燃費規制が2013年1月より開始）

●我が国は、国際的な2025年の燃費規制値（CO2排出

30%削減）を世界に先駆けて既に達成済み。

●今後、さらに省エネ率５０％を目指した、世界最先端の

海洋環境技術開発を推進（平成２５年度からの５ヶ年事業）。

●また、環境負荷の低減に優れた天然ガス燃料船の

天然ガス燃料船省エネ船舶
早期導入・普及の推進。

我が国の海運 造船業が得意とする省エネ 省CO 技術力を発揮できる環境を整備することにより我が国の海運・造船業が得意とする省エネ・省CO2技術力を発揮できる環境を整備することにより、
世界全体の国際海運からの温室効果ガス排出削減へ積極的に貢献し、

かつ、国際競争力を向上させ、成長による富の創出を実現
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